
 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

日本
にほん

に 来
き

ました。 

空港
くうこう

で 日本
にほん

に 入
はい

ってもいいかを 調
しら

べます。 

○成田
なりた

空港
くうこう

、羽田
はねだ

空港
くうこう

、中部
ちゅうぶ

空港
くうこう

、関 西
かんさい

空港
くうこう

へ 来
き

たとき 

上 陸
じょうりく

許可
きょか

＜日本
にほん

に 入
はい

ってもいいという 許可
きょか

＞を もらったら、 在 留
ざいりゅう

カードを もらうことが できます。 

○その 他
ほか

のところへ 来
き

たとき 

パスポートに 上 陸
じょうりく

許可
きょか

の はんこを 押
お

してもらいます。市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

へ 行って 新
あたら

しい 住
じゅう

所
しょ

を 

知
し

らせます。 在 留
ざいりゅう

カードは あなたの 住 所
じゅうしょ

に 郵 便
ゆうびん

で 来
き

ます。 

 

Ａ 今
いま

 すんでい

るところ 

あなたが 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 住 所
じゅうしょ

を 知
し

らせる（ 住
じゅう

所
しょ

の 届
とどけ

出
で

）。 

ひっこしのときは  新しい 住 所
じゅうしょ

を 知
し

らせる（ 住
じゅう

所
しょ

変
へん

更
こう

の 届
とどけ

出
で

）。 

近
ちか

くの 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

 

あなたが 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

で すること 

○名前
な ま え

、生
う

まれた日
ひ

、性別
せいべつ

＜ 男
おとこ

か 女
おんな

か＞を 知
し

らせる。 

国籍
こくせき

・地域
ち い き

が 変
か

わったときに 知
し

らせる。 

 

○在 留
ざいりゅう

カードの 有効
ゆうこう

期間
き か ん

を 長
なが

くする（更新
こうしん

）。 

永住者
えいじゅうしゃ

と、もうすぐ 16歳
さい

の人
ひと

 

○在 留
ざいりゅう

カードを もう一度
いちど

 もらう（再交付
さ い こ う ふ

）。 

在
ざい

留
りゅう

カードを 失
な

くしたり、盗
ぬす

まれたり、壊
こわ

れたりしたとき 

○所属
しょぞく

機関
き か ん

・配偶者
はいぐうしゃ

について 知
し

らせる。 

就労
しゅうろう

資格
し か く

を 持
も

つ人
ひと

、 留
りゅう

学
がく

生
せい

、日本人
にほんじん

の 配偶者
はいぐうしゃ

＜ 夫
おっと

や 妻
つま

＞の人
ひと 

新
あたら

しい 制度
せ い ど

の 手
て

続
つづ

き 

在留
ざいりゅう

期間
き か ん

更新
こ う し ん

許可
き ょ か

や 在留
ざいりゅう

資格
し か く

変更
へんこう

許可
き ょ か

を もうしこむ（申請
しんせい

）。 

市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

が あなたの 

住 民 票
じゅうみんひょう

を 作
つく

る。 

Ｂ ひっこしたところ 

転 入 届
てんにゅうとどけ

 

住

所

じ
ゅ
う
し
ょ

を 

知 し

ら
せ
る 

在

留

ざ
い
り
ゅ
う

資
格

し
か
く

を 

知 し

ら
せ
る 

転

入

て
ん
に
ゅ
う 

転 出
てんしゅつ

・ 転 入
てんにゅう

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
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  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

このページでは、中長期在留者
ちゅうちょうきざいりゅうしゃ

について 説明
せつめい

します。 

特別
とくべつ

永 住者
えいじゅうしゃ

は、法務省
ほうむしょう

入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

ホームページを 見
み

て ください。 

 http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html 
 

 

1 新
あたら

しい 在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

制
せい

度
ど

 

1-1 制度
せいど

について 

2012年
ねん

7月
がつ

から 「 新
あたら

しい 在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

制
せい

度
ど

」に 変
か

わりました。 

これは 「中長期
ちゅうちょうき

在 留者
ざいりゅうしゃ

」の ルールです。観
かん

光
こう

で 短
みじか

い 間
あいだ

だけ 日
に

本
ほん

へ 来
く

る人
ひと

は 違
ちが

います。 

 

 「中長期
ちゅうちょうき

在 留者
ざいりゅうしゃ

」は、こんな人
ひと

たちです。 

○ 日本人
にほんじん

と 結婚
けっこん

している人
ひと

（在 留
ざいりゅう

資格
しかく

は 「日本人
にほんじん

の 配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

」） 

○ 「定 住者
ていじゅうしゃ

」の人
ひと

 

○ 会社
かいしゃ

で 働
はたら

く人
ひと

（在 留
ざいりゅう

資格
しかく

は 「技術
ぎじゅつ

」や 「人文
じんぶん

知識
ちしき

・国際
こくさい

業務
ぎょうむ

」など） 

○ 技能
ぎのう

実 習生
じっしゅうせい

（在 留
ざいりゅう

資格
しかく

は 「技能
ぎのう

実 習
じっしゅう

」） 

○ 「留 学 生
りゅうがくせい

」の人
ひと

 

 

こんな人
ひと

は、「中長期
ちゅうちょうき

在 留者
ざいりゅうしゃ

」では ありません。 

○ 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

が 3ヵ月
かげつ

までの人
ひと

 

○ 「短期たんき

滞在
たいざい

」の人
ひと

 

○ 「外交がいこう

」か 「公用
こうよう

」の 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

の人
ひと

 

○ 特別とくべつ

永 住者
えいじゅうしゃ

 

○ 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

が ない人
ひと

 

 

（※） 昔
むかし

は、在 留
ざいりゅう

資格
しかく

を 持
も

っていない人
ひと

も 外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証明書
しょうめいしょ

を 作
つく

ることが できました。しかし、2012

年
ねん

7月
がつ

から、在 留
ざいりゅう

資格
しかく

を 持
も

っていない人
ひと

は、在 留
ざいりゅう

カードを 作
つく

ることが できません。オーバーステイの人
ひと

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
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は、すぐに 近
ちか

くの 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 行
い

って ください。くわしいことは、入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

ホームページを みて く

ださい。 （http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html） 

 

2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 4つのことが 新
あたら

しくなりました。 

・外国人
がいこくじん

登録
とうろく

制度
せいど

が なくなりました。 

・中長期
ちゅうちょうき

在 留者
ざいりゅうしゃ

は 「在 留
ざいりゅう

カード」を もらいます。 

・みなし再
さい

入 国
にゅうこく

許可
きょか

制度
せいど

が 始
はじ

まりました。 

・1番
ばん

 長
なが

い 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

は、 5年
ねん

に なりました。（B在 留
ざいりゅう

資格
しかく

1を みて ください。） 

 

(1) 「在留
ざいりゅう

カード」を もらいます 

2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 中長期
ちゅうちょうき

在 留者
ざいりゅうしゃ

は 在 留
ざいりゅう

カードを もらいます。外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証明書
しょうめいしょ

は なくなりま

した。  

初
はじ

めて 日
に

本
ほん

へ 来
き

た人
ひと

で、成田
なりた

空港
くうこう

、羽田
はねだ

空港
くうこう

、中部
ちゅうぶ

空港
くうこう

、関西
かんさい

空港
くうこう

へ 来
き

た人
ひと

は すぐに 新
あたら

しい 在
ざい

留
りゅう

カードを  もらうことが できます。 

その他
ほか

のところへ 来
き

た人
ひと

は、 新
あたら

しい 住
じゅう

所
しょ

の 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

へ 行
い

って ください。そして 新
あたら

しい住
じゅう

所
しょ

を 知
し

らせて ください。そして 在
ざい

留
りゅう

カードは 後
あと

から 郵便
ゆうびん

で 来
き

ます。 

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/b/01.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
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【在留
ざいりゅう

カードに 書
か

いてあること】 

① 写真
しゃしん

 

② 名前
なまえ

、生
う

まれた日
ひ

、性 別
せいべつ

＜ 男
おとこ

か 女
おんな

か＞、国
くに

や 地域
ちいき

 

③ 日本
にほん

の 住所
じゅうしょ

 

④ 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

、在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

、在留期間
ざいりゅうきかん

が 終
お

わる 日
ひ

 

⑤ 許可
きょか

の 種
しゅ

類
るい

、許可
きょか

の日
ひ

 

⑥ 在 留
ざいりゅう

カードの 番号
ばんごう

、もらった 日
ひ

、有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

が 終
お

わる 日
ひ

 

⑦ 仕事
しごと

をしてもいいかどうか 

⑧ 資
し

格外
かくがい

活動
かつどう

許可
きょか

が あるときは その内容
ないよう

 

※在 留
ざいりゅう

カードには ＩＣチップが ついています。コピーを 作
つく

ることが できません。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（カードの 表
おもて

） 
在
ざい

留
りゅう

カードを 作
つく

るとき、この大
おお

きさの 

写
しゃ

真
しん

が 必
ひつ

要
よう

です。 （単位
たんい

：ｍｍ） 

※ 写真
しゃしん

を とるとき 帽子
ぼうし

を かぶっては

いけません。前
まえ

を 見
み

て ください。  

※ 後
うし

ろに 何
なに

も ないところで 写
しゃ

真
しん

を 

とって ください。 

※ 顔
かお

が 頭
あたま

から 顎
あご

まで はっきり 見
み

える 写
しゃ

真
しん

が いります。 

※ 3ヵ月
かげつ

前
まえ

までに 写
しゃ

真
しん

を とって くだ

さい。 

※ 1
ひと

人
り

だけで 写
しゃ

真
しん

を とってください。 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
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【在留
ざいりゅう

カードを 使
つか

うことができる 期間
きかん

（有効
ゆうこう

期間
きかん

）】 

＜永住者
えいじゅうしゃ

の人
ひと

＞ 

16歳
さい

以
い

上
じょう

の人
ひと

…もらった 日
ひ

から 7年
ねん

間
かん

 使
つか

うことが できます。 

15歳
さい

までの人… 16歳
さい

の 誕 生
たんじょう

日
び

まで 使
つか

うことが できます。 

＜永住者
えいじゅうしゃ

ではない人
ひと

＞ 

16歳
さい

以
い

上
じょう

の人
ひと

… 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

の 終
お

わる 日
ひ

まで 使
つか

うことが できます。 

15歳
さい

までの人
ひと

… 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

の 終
お

わる 日
ひ

まで。または 16歳
さい

の 誕 生
たんじょう

日
び

まで。どちらか 早
はや

いほうの 

日
ひ

まで 使
つか

うことが できます。 

 

(2) みなし再
さい

入国
にゅうこく

許可
き ょ か

制度
せいど

  

・ 日
に

本
ほん

から 出
で

て、日
に

本
ほん

に 戻
もど

って来
く

るとき、 再入国
さいにゅうこく

許可
きょか

を もらわなくてもいいです。これを 「みなし

再入国
さいにゅうこく

許可
きょか

」と いいます。 

・ 1年
ねん

以内
いない

に 日本
にほん

へ 帰
かえ

るとき 再入国
さいにゅうこく

許可
きょか

を もらわなくてもいいです。在 留
ざいりゅう

期限
きげん

が 1年
ねん

より 短
みじか

い

人
ひと

は 在 留
ざいりゅう

期限
きげん

までに 日本
にほん

に 帰
かえ

らなければいけません。もし 帰
かえ

る日
ひ

が 1日
にち

でも おくれたら、今
いま

 持
も

っ

ている 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

が なくなります。 

・ パスポートと 在 留
ざいりゅう

カードを 持
も

っている人
ひと

が 再入国
さいにゅうこく

許可
きょか

を もらわなくてもいいです。 

日本
にほん

を 出
で

るときに、「再入国
さいにゅうこく

出 国
しゅっこく

記録
きろ く

（再入国
さいにゅうこく

ED カード）の 「みなし再
さい

入 国
にゅうこく

の 適用
てきよう

を 希望
きぼう

します」 

（カードの 裏
うら

） 

在 留
ざいりゅう

期間
きかん

更新
こうしん

許可
きょか

申請
しんせい

や 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

変更
へんこう

許可
きょか

申請
しんせい

をしたときに  市
し

役所
やくしょ

や  区
く

役所
やくしょ

が 

書
か

きます。 

住
じゅう

所
しょ

が 変
か

わったときは 役
やく

所
しょ

が 

下
した

に 新
あたら

しい 住
じゅう

所
しょ

を  書
か

きます。 

⑧ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
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に 「✓」をして ください。もし 「✓」を 忘
わす

れたら、今
いま

 持
も

っている 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

が なくなります。 

もし 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

が なくなったら、 日本
にほん

へ 帰
かえ

るときに、もう 1度
ど

 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

を もらわなければいけません。 

 

（「再入国
さいにゅうこく

出 国
しゅっこく

記録
きろ く

（再入国用
さいにゅうこくよう

ED カード）」は こんな紙
かみ

です。） 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

1-2 日本
に ほ ん

へ 来
き

たとき すること 

①成田
な り た

空港
くうこう

、羽田
はねだ

空港
くうこう

、中部
ちゅうぶ

空港
くうこう

、関 西
かんさい

空港
くうこう

へ 来
き

た人
ひと

は、日本
にほん

に 入
はい

ってもいい場合
ばあい

、 「 在 留
ざいりゅう

カード」を 

もらいます。中 長 期
ちゅうちょうき

在 留 者
ざいりゅうしゃ

の人
ひと

だけ もらうことが できます。 在 留
ざいりゅう

カードを もらったら、住
す

むところを 決
き

め

ます。それから、市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

へ 行
い

って、 新
あたら

しい 住 所
じゅうしょ

を 知
し

らせます。そのとき、 在 留
ざいりゅう

カードを 持
も

っ

て行
い

って ください。 

②その 他
ほか

のところへ 来
き

た人
ひと

は、パスポートに 上
じょう

陸
りく

許
きょ

可
か

＜日
に

本
ほん

に 入
はい

ってもいいです＞の はんこを もら

います。住
す

むところを 決
き

めたら、市
し

役
やく

所
しょ

へ パスポートを 持
も

って 行
い

きます。そして 住
じゅう

所
しょ

を 知
し

らせます。 

その後
あと

 在 留
ざいりゅう

カードが 新
あたら

しい 住
じゅう

所
しょ

へ 郵 便
ゆうびん

で 来
き

ます。 

 
 

1-3 市
し

役 所
やくしょ

や 区
く

役 所
やくしょ

で すること 

・ 在 留
ざいりゅう

カードの 住 所
じゅうしょ

が 昔
むかし

の 住
じゅう

所
しょ

の 人
ひと

は、市
し

役
やく

所
しょ

へ 行
い

って ください。市
し

役
やく

所
しょ

の人
ひと

が 新
あたら

しい 

住
じゅう

所
しょ

を 在 留
ざいりゅう

カードに 書
か

きます。 

・ ひっこしの時
とき

は、今
いま

までの 住 所
じゅうしょ

の 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

へ 行
い

って ください。 「 転 出 届
てんしゅつとどけ

＜ひっこしを 

 知
し

らせる＞」を 出
だ

します。それから 新
あたら

しい 住 所
じゅうしょ

の 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

へ 行
い

って、「転
てん

入
にゅう

届
とどけ

＜ 新
あたら

し

いところへ ひっこしてきたことを 知
し

らせる＞」を 出
だ

します。 

・ 同
おな

じ 市
し

や 区
く

の 中
なか

で ひっこすときは、「転
てん

居
きょ

届
とどけ

＜同
おな

じ 市
し

内
ない

で ひっこしたことを 知
し

らせる＞」を 出
だ

し

ます。 

・ 転 入 届
てんにゅうとどけ

（ 転 居 届
てんきょとどけ

）を 出
だ

すときに、 在 留
ざいりゅう

カードを 持
も

って行
い

って ください。そうしたら 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 

行
い

かなくてもいいです。 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

1-4 入 国
にゅうこく

管理
かんり

局
きょく

で すること 

① こんなとき、14日
にち

以内
いない

に 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

に 知
し

らせなければいけません。 

○名
な

前
まえ

、生
う

まれた日
ひ

、 性
せい

別
べつ

＜ 男
おとこ

か 女
おんな

か＞、国
こく

籍
せき

や地
ち

域
いき

が 変
か

わったとき 知
し

らせなければいけません。

知
し

らせた後
あと

、 新
あたら

しい 「 在 留
ざいりゅう

カード」を もらうことが できます。 

○ 働
はたら

くことが できる 資格
し か く

を 持
も

っている人
ひと

（ 留 学 生
りゅうがくせい

、技能
ぎのう

実 習 生
じっしゅうせい

、 研 修 生
けんしゅうせい

）は 会 社
かいしゃ

や 学校
がっこう

が 変
か

わったとき 知
し

らせなければいけません。 

※「 芸 術
げいじゅつ

」、「 宗 教
しゅうきょう

」、「報道
ほうどう

」、「文化
ぶんか

活 動
かつどう

」の 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の人
ひと

は 知
し

らせなくてもいいです。 

○「日本人
にほんじん

の 配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

」、「永 住 者
えいじゅうしゃ

の 配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

」の 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の人
ひと

は、離婚
り こ ん

したとき 知
し

らせなければい

けません。配偶者
はいぐうしゃ

＜ 夫
おっと

や 妻
つま

＞が 死
し

んだときも、知
し

らせなければいけません。 

 

② こんなとき、 もうしこんで ください（申 請
しんせい

）。 

 ○次
つぎ

の人
ひと

が、 在 留
ざいりゅう

カードの 有効
ゆうこう

期間
きかん

を 長
なが

くしたいとき、入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

に もうしこんで ください。 

 ・ 永 住 者
えいじゅうしゃ

 

・ 今
いま

 15歳
さい

の 中
ちゅう

長期
ちょうき

在 留 者
ざいりゅうしゃ

で、 在 留
ざいりゅう

カードの 有効
ゆうこう

期間
きかん

が、16歳
さい

の 誕 生
たんじょう

日
び

までの人
ひと

（誕
たん

生
じょう

日
び

の

前
まえ

に 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 行
い

って ください。） 

 ○ 在 留
ざいりゅう

カードを もう 1度
ど

 ほしいとき もうしこんで ください。 

  在
ざい

留
りゅう

カードを なくした人
ひと

や、 盗
ぬす

まれた人
ひと

（14日
にち

以
い

内
ない

に 在 留
ざいりゅう

カードを もう一度
いちど

 もらうことを たのんで  

ください。） 

  

新
あたら

しい 在 留
ざいりゅう

カードは 在留期間更新許可
ざいりゅうきかんこうしんきょか

や 在留資格変更許可
ざいりゅうしかくへんこうきょか

、再交付
さいこうふ

＜もう一度
いちど

 もらう＞の 許可
きょ か

が 

出
で

たときに もらいます。 

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

1-5 注意
ちゅうい

して ください！ 

(1) 必
かなら

ず 知
し

らせなければいけません！（届出
とどけで

の 義務
ぎ む

） 

在 留
ざいりゅう

資格
しかく

のことは、入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 14日
にち

以内
いない

に 知
し

らせなければなりません。14日
か

より後
あと

になると 罰金
ばっきん

＜ルールを 守
まも

らなかったので お金
かね

を 払
はら

う＞や 懲
ちょう

役
えき

＜刑
けい

務
む

所
しょ

に 入
はい

る＞になることがあります。

在留資格
ざいりゅうしかく

が なくなることもあります。 

あなたの 住
じゅう

所
しょ

は 市
し

役
やく

所
しょ

に 知
し

らせて ください。（A 新
あたら

しい在 留
ざいりゅう

制度
せいど

5-2を みて ください。） 

 

(2) 在留
ざいりゅう

カードは いつも 持
も

っていなければいけません！  

在 留
ざいりゅう

カードは いつも 持
も

っていなければいけません。警察
けいさつ

や 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

の人
ひと

から 「見
み

せなさい」と 言
い

われたら、 必
かなら

ず 見
み

せなければなりません。もし 「いやです」と 言
い

ったら、罰金
ばっきん

＜ルールを 守
まも

らなかったの

で お金
かね

を 払
はら

う＞や 懲
ちょう

役
えき

＜刑
けい

務
む

所
しょ

に 入
はい

る＞になることがあります。在留資格
ざいりゅうしかく

が なくなることもありま

す。 

 

(3) 働
はたら

いてはいけない在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

の人
ひと

が 働
はたら

いたとき（不
ふ

法
ほう

就
しゅう

労
ろう

） 

オーバーステイの人
ひと

や、 働
はたら

いてはいけない 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

の人
ひと

が 働
はたら

いたときは、罰金
ばっきん

＜ルールを 守
まも

らな

かったので お金
かね

を 払
はら

う＞や 懲
ちょう

役
えき

＜刑
けい

務
む

所
しょ

に 入
はい

る＞になることがあります。在留資格
ざいりゅうしかく

が なくなることも

あります。 

不
ふ

法
ほう

就
しゅう

労
ろう

の人
ひと

を やとった 会社
かいしゃ

は 不法
ふほう

就 労
しゅうろう

のことを 知
し

らなくても 罰金
ばっきん

＜ルールを 守
まも

らなかったので 

お金
かね

を 払
はら

う＞や 懲
ちょう

役
えき

＜刑
けい

務
む

所
しょ

に 入
はい

る＞になります。 

 

【こんなとき 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

が なくなります】 

① うそを 言
い

って、在 留
ざいりゅう

特別
とくべつ

許可
きょか

を もらったとき 

② 「日本人にほんじん

の 配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

」、「永 住者
えいじゅうしゃ

の 配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

」の 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

の人
ひと

が、6ヵ月
かげつ

以上
いじょう

 結婚
けっこん

生 活
せいかつ

をし

ていないとき 

くわしいことは http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/120703_01.htmlを みて ください。 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/05_2.pdf
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/120703_01.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
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  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

③ うその 住
じゅう

所
しょ

を 知
し

らせたとき、住
じゅう

所
しょ

を 知
し

らせなかったとき 

くわしいことは http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/120703_02.html を みて ください。 

④ 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

と ちがう 仕事
しごと

をしているとき 

 

【こんなとき 日本
にほん

に いることが できません。国
くに

へ 帰
かえ

らなければなりません。】 

① 在 留
ざいりゅう

カードの コピーを つくったとき 

② 入国にゅうこく

管理局
かんりきょく

や 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

などに うそを 言
い

って、刑
けい

務
む

所
しょ

に 入
はい

ったとき 

※外
がい

国
こく

人
じん

の 社
しゃ

長
ちょう

が 不
ふ

法
ほう

就
しゅう

労
ろう

の人
ひと

を やとったとき、その社
しゃ

長
ちょう

は 日本
にほん

にいることが できません。注意
ちゅうい

して ください。 

 

くわしいことは 法務省
ほうむしょう

入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

の ホームページを みて ください。 

（http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html） 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/120703_02.html
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら
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制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

2 外国人
がいこくじん

の 住 民
じゅうみん

票
ひょう

 

2-1 住 民 基 本 台 帳
じゅうみんきほんだいちょう

 

2012 年
ねん

7 月
がつ

9 日
ここのか

から 外国人
がいこくじん

も 日本人
にほんじん

と 同
おな

じように 住 民 基 本 台 帳
じゅうみんきほんだいちょう

に 登
とう

録
ろく

することになりました。

外国人
がいこくじん

の 住 民 票
じゅうみんひょう

も 作
つく

ることになりました。 

 

今
いま

までと 変
か

わったこと： 

○ 日本人
にほんじん

と 外国人
がいこくじん

が 一緒
い っ し ょ

に 住
す

んでいるとき 住
じゅう

民
みん

票
ひょう

の コピーには 家
か

族
ぞく

の 全
ぜん

員
いん

が 書
か

いてありま

す。 

○ ひっこししたとき 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 知
し

らせます。そしたら 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

が 国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

などの 

住 所
じゅうしょ

を 変
か

えます。 

○ 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

や 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

を 変
か

えたいときは 近
ちか

くの 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

に 言
い

って ください。市
し

役所
やくしょ

や 

 区
く

役所
やくしょ

に 言
い

わなくてもいいです。 

○ （市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

で） ひっこし（ 転 入
てんにゅう

や 転居
てんきょ

）を 知
し

らせることを 他
ほか

の人
ひと

に たのむことが できま

す。 

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 

2-2 どんな 外 国 人
がいこくじん

が 住 民 票
じゅうみんひょう

を もらうことが できますか。 住 民 票
じゅうみんひょう

は 何
なん

ですか。 

下
した

の人
ひと

は、 住 民 票
じゅうみんひょう

を もらうことが できます。 

○ 中 長 期 在 留 者
ちゅうちょうきざいりゅうしゃ

（ 在 留
ざいりゅう

カードを 持
も

っている人
ひと

） 

○ 特 別 永 住 者
とくべつえいじゅうしゃ

 

○ 今
いま

 難 民
なんみん

申 請
しんせい

を している人
ひと

で 一時的
いちじてき

に 日本
にほん

に いる人
ひと

。 

○ 外
がい

国
こく

籍
せき

の 子
こ

どもが 日本
にほん

で 生
う

まれて、市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 知
し

らせたとき。（まだ 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

へ 行
い

っていない場合
ばあい

、60日
にち

以内
いない

に、入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 行
い

かなければいけません。） 

○ 日本
にほん

国籍
こくせき

から ほかの国籍
こくせき

になった人
ひと

が 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

で 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

を もらう 準 備
じゅんび

をしているとき。 

 

【中長期在留者
ちゅうちょうきざいりゅうしゃ

の 住 民 票
じゅうみんひょう

に 書
か

いてあること】 

① 名前
なまえ

 

② 生
う

まれた 日
ひ

 

③ 性 別
せいべつ

＜ 男
おとこ

か 女
おんな

か＞ 

④ 世帯
せたい

主
ぬし

＜一緒
いっしょ

に 住
す

んでいる家族
か ぞ く

の 代 表
だいひょう

＞の 名前
なまえ

 

  世帯主
せたいぬし

でない場合
ばあい

は 世帯主
せたいぬし

の 名前
なまえ

、あなたと 世帯主
せたいぬし

の 関 係
かんけい

（例
たと

えば、「妻
つま

」「子
こ

ども」など） 

⑤ 住 所
じゅうしょ

（ひっこしたときは、ひっこした 日
ひ

） 

⑥ （ひっこしたとき） 新
あたら

しく 住
す

むところを 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 知
し

らせた 日
ひ

と 昔
むかし

 住
す

んでいた 住
じゅう

所
しょ

 

⑦ 国民健康保険
こくみんけんこうほけん

のこと 

⑧ 後期高齢者医療
こうきこうれいしゃいりょう

＜75才
さい

以上
いじょう

の人
ひと

のための 病気
びょうき

や けがのときの 保険
ほけん

＞のこと 

⑨ 介護保険
かいごほけん

＜介護
かいご

サービスのための 保険
ほけん

＞のこと 

⑩ 国 民 年 金
こくみんねんきん

＜みんなが はいる 国
くに

の 保険
ほけん

＞のこと 

⑪ 児童手当
じどう て あ て

＜15才
さい

までの 子
こ

どもを 育
そだ

てている人
ひと

が もらうことが できる お 金
かね

＞のこと 

⑬ 住 民 票
じゅうみんひょう

コード 

⑭ 通 称
つうしょう

＜日本
にほん

で 使
つか

っている 名前
なまえ

＞ 

⑮ 国籍
こくせき

・地域
ちいき

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

⑯ 外 国 人 住 民
がいこくじんじゅうみん

になった 日
ひ

 

⑰ 中 長 期 在 留 者
ちゅうちょうきざいりゅうしゃ

かどうか 

⑱ 在 留
ざいりゅう

カードに 書
か

いてある 在留資格
ざいりゅうしかく

、在留期 間
ざいりゅうきかん

、 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

が 終
お

わる 日
ひ

、 在 留
ざいりょう

カードの 番 号
ばんごう

 な

ど 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 

 （住 民 票
じゅうみんひょう

は こんな紙
かみ

です） 

 

色
いろ

が あるところ：外国人
がいこくじん

だけ 書
か

いてあります 

  
 

① 
② ③ ⑬ 

⑤ ⑯ 

④ ⑮ 

⑥ 

⑱ ⑰ 

⑪ 

⑦ ⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑭ 

⑱ 

⑱ 

⑱ 

⑭ 

④ 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

2-3 注意
ちゅうい

して ください！ 

住 民 票
じゅうみんひょう

に 書
か

いてある 名
な

前
まえ

は 在 留
ざいりゅう

カードと 同
おな

じ 名
な

前
まえ

 （ローマ字
じ

）です。漢字
かんじ

の 名
な

前
まえ

の人
ひと

は ロー

マ字
じ

と 漢字
かんじ

で 書
か

くことが できます。 

 

■くわしいことは 下
した

の ホームページを みて ください。 

総務省
そうむしょう

 「外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

の 住 民
じゅうみん

基本
きほん

台 帳
だいちょう

制度
せいど

が スタートします！！」（ポスターと ちらし） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jpn_poster.pdf 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jpn_page.pdf 

 

総務省
そうむしょう

 「外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

に 係
かか

る 住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

制
せい

度
ど

について」 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html 

 

総務省
そうむしょう

 「外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

の 方
かた

に ついても、2013年
ねん

7月
がつ

8日
ようか

から、住基
じゅうき

ネットの 運用
うんよう

が 開始
かいし

されます。

また、住基
じゅうき

カードの 交付
こうふ

を 受
う

けることが できるようになります。」 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/121130_01.pdf 

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jpn_poster.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jpn_page.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/121130_01.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

3 住 民
じゅうみん

登録
とうろく

に 書
か

いてあることを 確
たし

かめたいとき、 証 明
しょうめい

したいとき 

3-1 住 民
じゅうみん

登録
とうろく

に 書
か

いてあることを 確
たし

かめたいとき、 証 明
しょうめい

したいとき 

仕事
し ご と

などで 日本
にほん

の 住 所
じゅうしょ

や あなたの 証 明
しょうめい

が 必 要
ひつよう

なとき、「 住 民 票
じゅうみんひょう

の 写
うつ

し」や

「住民票記載事項証明書
じゅうみんひょうきさいじこうしょうめいしょ

」が いります。市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

で、 住 民
じゅうみん

登録
とうろく

すると 「 住 民 票
じゅうみんひょう

の 写
うつ

し」や

「住民票記載事項証明書
じゅうみんひょうきさいじこうしょうめいしょ

」を もらうことが できます。 

他
ほか

の人
ひと

（一緒
いっしょ

に 住
す

んでいない人
ひと

）に たのむとき、委任状
いにんじょう

＜「あなたが その人
ひと

に たのみました」と 書
か

いて

あります＞が 必 要
ひつよう

です。 

必
ひつ

要
よう

なもの どこ お金
かね

 

1 住 民 票
じゅうみんひょう

の写
うつ

し等
とう

交付
こ う ふ

請 求 書
せいきゅうしょ

 

（市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に あります） 

2 本 人
ほんにん

かどうか わかるもの（免許証
めんきょしょう

や 国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

など） 

【他
ほか

の人
ひと

に かわりに たのむとき】 

3 委
い

任
にん

状
じょう

 

あなたが 住
す

んでいるところの 市
し

役
やく

所
しょ

や 区
く

役所
やくしょ

 

もらうときに、200円
えん

から 600円
えん

 

いります。 

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

3-2 外 国 人
がいこくじん

登録
とうろく

に 書
か

いてあることを 確
たし

かめたいとき、 証 明
しょうめい

したいとき 

法務省
ほうむしょう

大 臣
だいじん

官 房
かんぼう

秘書課
ひ し ょ か

個人
こ じん

情 報
じょうほう

保護係
ほごがかり

へ たのんで ください。 

くわしいことは 法
ほう

務
む

省
しょう

の ホームページの 「外国人
がいこくじん

登録法
とうろくほう

廃止後
は い し ご

の外国人
がいこくじん

登録
とうろく

原 票
げんぴょう

の開示
かいじ

請 求
せいきゅう

に 係
かか

るお知
し

らせ」（http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html）を みて ください。 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

4 住
じゅう

所
しょ

や 世
せ

帯
たい

が 変
か

わったとき 

住
じゅう

所
しょ

や 世
せ

帯
たい

＜一
いっ

緒
しょ

に 住
す

んでいる人
ひと

＞が 変
か

わったとき 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 知
し

らせなければいけませ

ん。 

あなたか 世帯主
せたいぬし

＜一緒
いっしょ

に 住
す

んでいる家族
か ぞ く

の 代 表
だいひょう

＞が 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

へ 行
い

って ください。 

 

4-1 住
じゅう

所
しょ

が 変
か

わったとき 

中 長 期
ちゅうちょうき

在 留 者
ざいりゅうしゃ

は 住 所
じゅうしょ

が 変
か

わったとき 「 転 出 届
てんしゅつとどけ

」、「 転 入
てんにゅう

届
とどけ

」、「 転 居 届
てんきょとどけ

」を 出
だ

さなければいけ

ません。それから 「 住
じゅう

居
きょ

地
ち

届
とどけ

出
で

書
しょ

」も 出
だ

して ください。でも 一
いっ

緒
しょ

に 住
す

んでいる人
ひと

 みんなの 在
ざい

留
りゅう

カ

ードを 出
だ

したら 「 住
じゅう

居
きょ

地
ち

届
とどけ

出
で

書
しょ

」は 出
だ

さなくてもいいです。 

 

(１) 転 出 届
てんしゅつとどけ

 

新
あたら

しいところへ ひっこす前
まえ

に、今
いま

 住
す

んでいるところの 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 「 転 出 届
てんしゅつとどけ

」を 出
だ

して  

ください。そして 「転
てん

出
しゅつ

証
しょう

明
めい

書
しょ

」を もらいます。 

だれ 必
ひつ

要
よう

なもの どこ いつ お金
かね

 

1 本 人
ほんにん

（ひっこしする人
ひと

）

か 世帯主
せたいぬし

 

2 本 人
ほんにん

と 一
いっ

緒
しょ

に 住
す

ん

でいる人
ひと

 

3 本 人
ほんにん

が たのんだ人
ひと

 

1 転 出 届
てんしゅつとどけ

（市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に あり

ます） 

2 本 人
ほんにん

かどうか わかるもの（免許証
めんきょしょう

や 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

など） 

3 他
ほか

の人
ひと

に たのむとき 委
い

任
にん

状
じょう

が 

必要
ひつよう

です。 

 

ひっこしする 前
まえ

のとこ

ろの 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

 

（郵便
ゆうびん

で 送
おく

ることがで

きるところもあります） 

ひっこす前
まえ

 いりません。 

 

(2) 転 入 届
てんにゅうとどけ

と 住居地
じゅうきょち

変更
へんこう

の届出
とどけで

（違
ちが

う 市
し

に ひっこしたとき） 

違
ちが

う 市
し

に ひっこしたときは、 新
あたら

しく 住
す

む市
し

の 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

で 「 転 入 届
てんにゅうとどけ

」と 「住居地
じゅうきょち

変 更
へんこう

の 

届 出
とどけで

」を 出
だ

して ください。ひっこしから、14日
にち

以内
いない

に 出
だ

して ください。 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

だれ 必
ひつ

要
よう

なもの どこ いつ お金
かね

 

1 本 人
ほんにん

（ひっこし

た人
ひと

）か 

世帯主
せたいぬし

 

2 本 人
ほんにん

と 一
いっ

緒
しょ

に 

住
す

んでいる人
ひと

 

3 本 人
ほんにん

が たのん

だ人
ひと

 

1 転 入 届
てんにゅうとどけ

（市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

にあります。） 

2 ひっこした人
ひと

 みんなの 在 留
ざいりゅう

カード（外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証明書
しょうめいしょ

） 

3 世帯
せ た い

主
ぬし

ではない人
ひと

： あなたと 世帯
せ た い

主
ぬし

との 

関 係
かんけい

が わかるもの 

4 転 出
てんしゅつ

証明書
しょうめいしょ

（前
まえ

に 住
す

んでいた 市
し

で もらっ

て ください） 

5 本 人
ほんにん

かどうか わかるもの（免許証
めんきょしょう

や 国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

など） 

6 他
ほか

の人
ひと

に たのむとき 委
い

任
にん

状
じょう

が 必要
ひつよう

です。 

新
あたら

しく 住
す

む

ところの 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

 

ひっこした日
ひ

から 14日
にち

以
い

内
ない

 

いりません。 

（※）ひっこしたところの 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

が あなたの 在 留
ざいりゅう

カードに 新
あたら

しい 住 所
じゅうしょ

を 書
か

きます。 

 

 

(3) 転居届
てんきょとどけ

と 居住地
きょじゅうち

変更
へんこう

の届出
とどけで

（同
おな

じ 市
し

の 中
なか

で ひっこしたとき） 

今
いま

 住
す

んでいる 市
し

の 中
なか

で、 ひっこしたとき 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

で 「 転 居 届
てんきょとどけ

」と 「住居地
じゅうきょち

変 更
へんこう

の 届 出
とどけで

」

を 出
だ

して ください。 

だれ 必
ひつ

要
よう

なもの どこ いつ お金
かね

 

1 本 人
ほんにん

（ひっこした人
ひと

）

か 世帯主
せたいぬし

 

2 本 人
ほんにん

と 一
いっ

緒
しょ

に 住
す

ん

でいる人
ひと

 

3 本 人
ほんにん

が たのんだ人
ひと

 

1 転 居 届
てんきょとどけ

（市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に あります） 

2 ひっこした人
ひと

 みんなの 在 留
ざいりゅう

カード（外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証明書
しょうめいしょ

） 

3 世帯
せ た い

主
ぬし

ではない人
ひと

：世帯
せ た い

主
ぬし

との 関 係
かんけい

がわかる

もの 

4 本 人
ほんにん

かどうか わかるもの（免許証
めんきょしょう

や 国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

など） 

市
し

役所
やくしょ

や 

区
く

役所
やくしょ

 

ひっこした

日
ひ

から 14

日
にち

以
い

内
ない

 

いりません。 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

5 自分
じ ぶ ん

の かわりに 他
ほか

の人
ひと

に 行
い

ってもらう と

きは 委
い

任
にん

状
じょう

が 必要
ひつよう

です。 

 

（※）ひっこしたところの 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

は あなたの 在 留
ざいりゅう

カードに 新
あたら

しい 住 所
じゅうしょ

を 書
か

きます。 

 

4-2 結 婚
けっこん

するとき、離婚
りこん

するとき 

（C 結 婚
けっこん

・離婚
り こ ん

 を みて ください） 

結 婚
けっこん

するとき、「 婚 姻 届
こんいんとどけ

」を 出
だ

します。離婚
り こ ん

するとき 「離婚届
りこんとどけ

」を 出
だ

します。結
けっ

婚
こん

する（離
り

婚
こん

する） 2
ふた

人
り

の 住
す

んでいる 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 出
だ

します。どちらの 住 所
じゅうしょ

でもいいです。 

2
ふた

人
り

の中
なか

で 1
ひと

人
り

が 外
がい

国籍
こくせき

、 2
ふた

人
り

とも 外
がい

国籍
こくせき

のとき、 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

と 大使館
たいしかん

や 領事館
りょうじかん

にも 知
し

らせ

なければなりません。 

 

4-3 子
こ

どもが 生
う

まれたとき 

（B 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

2-8、 H赤
あか

ちゃんと子
こ

ども 2 を みて ください） 

子
こ

どもが 生
う

まれたとき 「 出 生 届
しゅっしょうとどけ

」を 出
だ

します。子
こ

どもが 生
う

まれたところか、お父
とう

さんと お母
かあ

さんが 

住
す

んでいるところの 市
し

役
やく

所
しょ

に 出
だ

します。 

お父
とう

さんか お母
かあ

さんか どちらかが 外
がい

国籍
こくせき

のとき、 2
ふた

人
り

とも 外
がい

国籍
こくせき

のときは、入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

と 大使館
たいしかん

や 

領事館
りょうじかん

にも 知
し

らせなければなりません。 

中 長 期
ちゅうちょうき

在 留 者
ざいりゅうしゃ

の 子
こ

どもが 日
に

本
ほん

に 住
す

みたいときは 近
ちか

くの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

で 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の 申 請
しんせい

をし

ます。そのとき 「 出 生
しゅっしょう

証 明 書
しょうめいしょ

」と 「 出 生 届
しゅっしょうとどけ

受理
じ ゅ り

証 明 書
しょうめいしょ

」を 持
も

って行
い

って ください。 

もし 出 生 届
しゅっしょうとどけ

を 市
し

役
やく

所
しょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 出
だ

した後
あと

で 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の 申 請
しんせい

をするときは 「 住 民 票
じゅうみんひょう

の 写
うつ

し」か 「 住 民 票
じゅうみんひょう

記載
き さい

事項
じ こ う

証 明 書
しょうめいしょ

」を 持
も

って行
い

って ください。そうすれば 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

を もらった後
あと

、市
し

役
やく

所
しょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 「住居地
じゅうきょち

の 届 出
とどけで

」をしなくていいです。 

 

4-4 死
し

んだとき 

（D いろいろな手続
てつづ

き 4 を みて ください） 

人
ひと

が 死
し

んだところか、 死
し

んだ人
ひと

の 家
か

族
ぞく

が 住
す

んでいるところの 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 「死亡届
しぼうとどけ

」を 出
だ

しま

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/c/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/b/02_8.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/h/02.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/d/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

す。死
し

んだ人
ひと

の 在 留
ざいりゅう

カードを 近
ちか

くの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

に 返
かえ

して ください。また大使館
たいしかん

や 領事館
りょうじかん

にも 知
し

ら

せなければなりません。 

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

5 在
ざい

留
りゅう

カード 

5-1 在
ざい

留
りゅう

カードを なくしたとき、盗
ぬす

まれたとき 

在 留
ざいりゅう

カードを なくしたとき、 盗
ぬす

まれたときは、14日
にち

以
い

内
ない

に 在 留
ざいりゅう

カードを もう一度
いちど

 もらわなければなりま

せん。 在 留
ざいりゅう

カードを もう一度
いちど

 もらうことを 「再交付
さいこうふ

」と いいます。 在 留
ざいりゅう

カードが 汚
きたな

くなったとき、こわれ

たときも 在 留
ざいりゅう

カードを もう一度
いちど

 もらいます。 

 

【中長期
ちゅうちょうき

在留者
ざいりゅうしゃ

】 

必
ひつ

要
よう

なもの どこ いつ お金
かね

 

1 在 留
ざいりゅう

カード再
さい

交
こう

付
ふ

申
しん

請
せい

書
しょ

 

2 パスポート
 

か 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

証
しょう

明
めい

書
しょ

  

3 写
しゃ

真
しん

  

・縦
たて

4cm×横
よこ

3cm 

・3 ヵ月
げつ

以
い

内
ない

の 写真
しゃしん

 

・顔
かお

だけの 写真
しゃしん

、 帽子
ぼ う し

なし 

※15歳
さい

までの人
ひと

は いりません。 

4 （もしあったら）在
ざい

留
りゅう

カード 

5 在
ざい

留
りゅう

カードが なくなったことが わかるもの 

・なくしたとき：遺失届出証明書
いしつとどけでしょうめいしょ

 

・盗
ぬす

まれたとき：盗難届出証明書
とうなんとどけでしょうめいしょ

 

・地震
じ し ん

や 台風
たいふう

などで なくしたとき：り災証明書
さいしょうめいしょ

 

6 （資
し

格
かく

外
がい

活
かつ

動
どう

許
きょ

可
か

が ある 場
ば

合
あい

） 

資
し

格
かく

外
がい

活
かつ

動
どう

許
きょ

可
か

書
しょ

 

7 他
ほか

の人
ひと

に たのむとき、その人
ひと

のことが わかる

もの 

申
しん

請
せい

するところ： 

近
ちか

くの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

 

 

聞
き

くところ： 

近
ちか

くの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

か 外
がい

国
こく

人
じん

在
ざい

留
りゅう

総
そう

合
ごう

インフォメーションセン

ター （B在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

4 を みて く

ださい） 

なくしたとき： 

なくしてから 14

日
にち

以
い

内
ない

 

 

汚
きたな

くなったとき、

こわれたとき： 

いつでも できる 

（命 令
めいれい

を 受
う

けた 

ときは、その日
ひ

か

ら 14日
にち

以
い

内
ない

） 

 

新
あたら

しい カード

にしたいとき： 

いつでも できる 

なくしたと

き、 汚
きたな

くな

ったとき、こ

われたと

き： 

お金
かね

は い

りません。 

 

新
あたら

しい カ

ードにした

いとき： 

1,300円
えん

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/b/04.pdf


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 

法 務 省

ほうむしょう

「 紛 失

ふんしつ

等

とう

による 在 留

ざいりゅう

カードの再 交 付 申 請

さこうふしんせい

」より 
 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00010.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 

法 務 省

ほうむしょう

「汚 損

おそん

等

とう

による 在 留

ざいりゅう

カードの 再 交 付 申 請

さいこうふしんせい

」より 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00012.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 

 

法 務 省

ほうむしょう

「 交 換

こうかん

希望

きぼう

による 在 留

ざいりゅう

カードの 再 交 付 申 請

さいこうふしんせい

」より 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00013.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 

5-2 名
な

前
まえ

、生
う

まれた日
ひ

、 性
せい

別
べつ

＜ 男
おとこ

か 女
おんな

か＞、国
こく

籍
せき

や地
ち

域
いき

が 変
か

わったとき 

中 長 期
ちゅうちょうき

在 留 者
ざいりゅうしゃ

は、名
な

前
まえ

、生
う

まれた日
ひ

、 性 別
せいべつ

＜ 男
おとこ

か 女
おんな

か＞、国
こく

籍
せき

や地域
ちいき

が 変
か

わったとき 入
にゅう

国
こく

管理局
かんりきょく

に 言
い

わなければなりません。変
か

わった 日
ひ

から 14日
にち

以
い

内
ない

に 言
い

わなければなりません。近
ちか

くの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

へ 行
い

って ください。在
ざい

留
りゅう

期間
きかん

、在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

を 変
か

えたいときも 入
にゅう

国
こく

管理局
かんりきょく

に 言
い

います。市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

では できません。（B 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

2、 A 新
あたら

しい 在 留
ざいりゅう

制度
せいど

1-4） を みて ください） 

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/01_4.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

5-3 所属機関
しょぞくきかん

＜学校
がっこう

や 会 社
かいしゃ

＞・配偶者
はいぐうしゃ

＜ 夫
おっと

、妻
つま

＞ について 

こんなときは 14日
にち

以
い

内
ない

に 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

に 知
し

らせなければなりません。 

・会社
かいしゃ

や 学校
がっこう

の 名前
なまえ

、住所
じゅうしょ

が 変
か

わったとき 

・あなたが 会社
かいしゃ

や 学校
がっこう

を 辞
や

めたとき 

・あなたが 新
あたら

しい 会
かい

社
しゃ

や 学校
がっこう

へ 行
い

くとき 

・あなたが 配偶者
はいぐうしゃ

＜ 夫
おっと

、妻
つま

＞と 離婚
りこん

したとき 

・あなたの 配偶者
はいぐうしゃ

＜ 夫
おっと

、妻
つま

＞が 死
し

んだとき 

 

(1) 会社
かいしゃ

や 学校
がっこう

が 変
か

わったとき 知
し

らせなければいけません。 

在 留
ざいりゅう

資格
しかく

 「 教 授
きょうじゅ

」、「経 営
けいえい

・管理
かんり

」、「法 律
ほうりつ

・会 計 業 務
かいけいぎょうむ

」、「医 療
いりょう

」、「 教 育
きょういく

」、「企 業 内 転 勤
きぎょうないてんきん

」、

「技能実習
ぎのうじっしゅう

」、「 留 学
りゅうがく

」、「 研 修
けんしゅう

」の人
ひと

は 次のようなとき、知
し

らせなければなりません。（※2012年
ねん

7月
がつ

9

ここの

日
か

より後
あと

に、日
に

本
ほん

へ 来
き

た人
ひと

だけです。） 

①会
かい

社
しゃ

や 学
がっ

校
こう

の 名
な

前
まえ

、 住
じゅう

所
しょ

が 変
か

わったとき 

②会
かい

社
しゃ

が なくなったとき（倒
とう

産
さん

） 

③あなたが 会
かい

社
しゃ

や 学
がっ

校
こう

を 辞
や

めたとき 

④あなたが 他
ほか

の 会
かい

社
しゃ

や 学
がっ

校
こう

に 行
い

くとき 

（※他
ほか

の 会
かい

社
しゃ

や 学
がっ

校
こう

に 行
い

くときは、③と④の 届出書
とどけでしょ

を 出
だ

さなければいけません。） 

 

1 4

じゅうよ

日
っか

以内
いない

に 近
ちか

くの 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 在 留
ざいりゅう

カードと 届出書
とどけでしょ

を 持
も

って行
い

って ください。（※届出書
とどけでしょ

は 

次
つぎ

の ページに あります。） 

東
とう

京
きょう

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

へ 届出書
とどけでしょ

を 郵
ゆう

便
びん

で 送
おく

ってもいいです。 

封筒
ふうとう

に 届出書
とどけでしょ

と 在 留
ざいりゅう

カードの コピーを 入
い

れて ください。 封筒
ふうとう

に 下
した

の 住所
じゅうしょ

を 書
か

いて、赤
あか

い ペン

で 「届出書
とどけでしょ

在 中
ざいちゅう

」と 書
か

いて ください。 

 

 

 

 

〒108-8255 

東京都港区港南
とうきょうとみなとくこうなん

5-5-30 

東京入国管理局
とうきょうにゅうこくかんりきょく

 在留管理情報部門
ざいりゅうかんりじょうほうぶもん

 届出受付担当
とどけでうけつけたんとう

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

法 務 省

ほうむしょう

 「 活 動

かつどう

機関

きかん

に関する

かんする

届 出

とどけで

」届 出 書

とどけでしょ

参 考

さんこう

様 式

ようしき

（ 名 称

めいしょう

変 更

へんこう

、所 在

しょざい

地変

ちへん

更

こう

又

また

は 消 滅

しょうめつ

）より 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

法 務 省

ほうむしょう

 「 活 動

かつどう

機関

きかん

に 関

かん

する 届

とどけ

出

で

」届 出 書

とどけでしょ

参 考

さんこう

様 式

ようしき

（離脱

りだつ

）より 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

法 務 省

ほうむしょう

 「 活 動

かつどう

機関

きかん

に 関

かん

する届 出

とどけで

」届 出 書

とどけでしょ

参 考

さんこう

様 式

ようしき

（移籍

いせき

）より 
 

 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

(2) 契約
けいやく

機
き

関
かん

＜日本
にほん

で 働いて
はたらいて

いる 会社
かいしゃ

＞のことを 知
し

らせなければ いけません。 

在 留
ざいりゅう

資格
しかく

 「 研 究
けんきゅう

」、「技 術
ぎじゅつ

・人 文
じんぶん

知識
ちしき

・国 際
こくさい

業 務
ぎょうむ

」、「 興 行
こうぎょう

」、「技能
ぎのう

」の人は 次のようなとき、

入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

に 知
し

らせなければいけません。（※2012年
ねん

7月
がつ

9

ここの

日
か

より後
あと

に、日
に

本
ほん

へ 来
き

た人
ひと

だけです。） 

①会
かい

社
しゃ

の 名
な

前
まえ

や 住
じゅう

所
しょ

が 変
か

わったとき 

②会
かい

社
しゃ

が なくなったとき（倒
とう

産
さん

） 

③あなたが 会
かい

社
しゃ

を 辞
や

めたとき 

④あなたと 会社
かいしゃ

の 契約
けいやく

が 終
お

わったとき 

⑤あなたが 他
ほか

の会
かい

社
しゃ

で 働
はたら

くことが 決
き

まったとき 

（※今
いま

の 会社
かいしゃ

の 契約
けいやく

が 終
お

わって、他
ほか

の会社
かいしゃ

で 働
はたら

くときは ④と ⑤の 届出書
とどけでしょ

を 出
だ

さなければ

いけません。） 

 

1 4

じゅうよ

日
っか

以内
いない

に 近
ちか

くの 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 在 留
ざいりゅう

カードと 届出書
とどけでしょ

を 持
も

って行
い

って ください。（※届出書
とどけでしょ

は 

次
つぎ

の ページに あります。） 

東
とう

京
きょう

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

へ 届出書
とどけでしょ

を 郵
ゆう

便
びん

で 送
おく

ってもいいです。 

封筒
ふうとう

に 届出書
とどけでしょ

と 在 留
ざいりゅう

カードの コピーを 入
い

れて ください。 封筒
ふうとう

に 下
した

の 住所
じゅうしょ

を 書
か

いて、赤
あか

い ペン

で 「届出書
とどけでしょ

在 中
ざいちゅう

」と 書
か

いて ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒108-8255 

東京都港区港南
とうきょうとみなとくこうなん

5-5-30東京入国管理局
とうきょうにゅうこくかんりきょく

 在留管理情報部門
ざいりゅうかんりじょうほうぶもん

 届出受付担当
とどけでうけつけたんとう

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

 
法 務 省

ほうむしょう

 「契 約 機 関

けいやくきかん

に 関

かん

する届 出

とどけで

」届 出 書

とどけでしょ

参 考

さんこう

様 式

ようしき

（ 名 称

めいしょう

変 更

へんこう

、所 在

しょざい

地変

ちへん

更

こう

又

また

は 消 滅

しょうめつ

）より 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ  

 
法 務 省

ほうむしょう

 「契 約 機 関

けいやくきかん

に 関

かん

する届 出

とどけで

」届 出 書

とどけでしょ

参 考

さんこう

様 式

ようしき

（ 契 約 終 了

けいやくしゅうりょう

）より 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ  

  
法 務 省

ほうむしょう

 「契 約 機 関

けいやくきかん

に 関

かん

する届 出

とどけで

」届 出 書

とどけでしょ

参 考

さんこう

様 式

ようしき

（ 新

あら

たな契 約

けいやく

の 締 結

ていけつ

）より 

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

(3) 配偶者
はいぐうしゃ

＜夫
おっと

、妻
つま

＞と 離婚
り こ ん

したとき、配偶者
はいぐうしゃ

が 死
し

んだとき、 知
し

らせなければ いけません。 

在 留
ざいりゅう

資格
しかく

 「家族滞在
かぞくたいざい

」、「特定活動
とくていかつどう

（ハ）」、「日本人
にほんじん

の 配偶者等
はいぐうしゃとう

」、「永 住者
えいじゅうしゃ

の配偶者等
はいぐうしゃとう

」の人
ひと

は、 

①離婚
りこん

したとき 

② 夫
おっと

か 妻
つま

が 死
し

んだとき 

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 知
し

らせなければいけません。（※2012年
ねん

7月
がつ

9

ここの

日
か

より後
あと

に、日
に

本
ほん

へ 来
き

た人
ひと

だけです。） 

1 4

じゅうよ

日
っか

以内
いない

に 近
ちか

くの 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ 在 留
ざいりゅう

カードと 届出書
とどけでしょ

を 持
も

って行
い

って ください。（※届出書
とどけでしょ

は 

次
つぎ

の ページに あります。） 

東
とう

京
きょう

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

へ 届出書
とどけでしょ

を 郵
ゆう

便
びん

で 送
おく

ってもいいです。 

封筒
ふうとう

に 届出書
とどけでしょ

と 在 留
ざいりゅう

カードの コピーを 入
い

れて ください。 封筒
ふうとう

に 下
した

の 住所
じゅうしょ

を 書
か

いて、赤
あか

い ペン

で 「届出書
とどけでしょ

在 中
ざいちゅう

」と 書
か

いて ください。 

 

 

〒108-8255 

東京都港区港南
とうきょうとみなとくこうなん

5-5-30 

東京入国管理局
とうきょうにゅうこくかんりきょく

 在留管理情報部門
ざいりゅうかんりじょうほうぶもん

 届出受付担当
とどけでうけつけたんとう

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 

 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月 9 日
がつここのか

から新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

  A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

法 務 省

ほうむしょう

 「 配 偶 者

はいぐうしゃ

に 関

かん

する 届

とどけ

出

で

」届 出 書

とどけでしょ

参 考

さんこう

様 式

ようしき

（ 配 偶 者
はいぐうしゃ

との離婚
りこん

又
また

は死別
しべつ

）より  

こんな紙
かみ

に 書
か

きます。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html


 

 
 

 

A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

（※2012年
ねん

7月
がつ

9 日
ここのか

から 新
あたら

しく 変
か

わりました） 
 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 
5-4 在 留

ざいりゅう

カードを 返
かえ

す 

次
つぎ

のときは 在 留
ざいりゅう

カード（外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証 明 書
しょうめいしょ

）を 返
かえ

さなければなりません。14日
にち

以内
いない

に 入 国
にゅうこく

管理
かんり

局
きょく

へ 

持
も

って 行
い

って ください。 

・中 長 期
ちゅうちょうき

滞 在 者
たいざいしゃ

で なくなったとき 

・有効
ゆうこう

期間
きかん

が 終
お

わったとき 

・カードを なくして 新
あたら

しい カードを もらった後
あと

、古
ふる

い カードを 見
み

つけたとき 

・一
いっ

緒
しょ

に 住
す

んでいた 家
か

族
ぞく

が 死
し

んだとき 

・一
いっ

緒
しょ

に 住
す

んでいた 家
か

族
ぞく

が 死
し

んだ後
あと

 死
し

んだ人の カードを 見
み

つけたとき 

 

次
つぎ

のときは、すぐに 返
かえ

して ください。 

・新
あた

しい カードを もらったとき 

・再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

や みなし再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

なしで、日本
にほん

から 出
で

たとき 

 

もし 決
き

まった 日
ひ

までに 返
かえ

さなかったら 罰
ばっ

金
きん

＜ルールを 守
まも

らなかったので お 金
かね

を 払
はら

う＞になるかも 

しれません。返
かえ

すときは 近
ちか

くの 入 国
にゅうこく

管理
かんり

局
きょく

へ 持
も

って 行
い

って ください。 

下
した

の 住
じゅう

所
しょ

へ 郵
ゆう

便
びん

で 送
おく

ってもいいです。 

 

※封筒
ふうとう

に 「 在 留
ざいりゅう

カード返 納
へんのう

」と 書
か

いて ください。 

〒135-0064 東京都江東区青海
とうきょうとこうとうくあおみ

2-7-11 東 京 港 湾 合 同 庁 舎
とうきょうこうわんごうどうちょうしゃ

9階
かい

 

  東 京
とうきょう

入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

おだいば分 室
ふんしつ

 

  電話
でんわ

03-3599-1068 
 

 

 A 新しい
あたら

在留
ざいりゅう

制度
せいど

のトップへ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/a/index.html

